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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 1月 11日 (2006.1.11)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 球 が 所 定 の 領 域 を 通 過 す る こ と に よ り 遊 技 者 が 賞 球 を 獲 得 可 能 な 遊 技 機 に お い て 、
　 始 動 口 へ の 遊 技 球 の 通 過 に 基 づ い て 特 別 遊 技 の 開 始 に 関 わ る 補 助 遊 技 を 行 う 第 １ の 変 動
入 賞 装 置 と 、 遊 技 者 が 特 別 な 賞 球 を 獲 得 で き る 特 別 遊 技 を 行 う 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 と 、 が
左 右 方 向 に 所 定 間 隔 を 隔 て て 設 け ら れ 、
　 前 記 始 動 口 は 、 前 記 空 隙 の 鉛 直 方 向 略 下 方 に 配 置 さ れ 、
　 前 記 第 １ の 変 動 入 賞 装 置 は 、 当 該 第 １ の 変 動 入 賞 装 置 と 前 記 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 と の 間
の 所 定 間 隔 の 空 隙 内 を 流 下 す る 遊 技 球 を 当 該 第 １ の 変 動 入 賞 装 置 内 に 導 入 す る た め の 第 １
の 大 入 賞 口 を 有 し 、
　 前 記 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 は 、 当 該 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 と 前 記 第 １ の 変 動 入 賞 装 置 と の 間
の 所 定 間 隔 の 空 隙 内 を 流 下 す る 遊 技 球 を 当 該 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 内 に 導 入 す る た め の 第 ２
の 大 入 賞 口 を 有 し 、
　 前 記 第 １ の 変 動 入 賞 装 置 内 に 設 け ら れ た 特 定 領 域 に 遊 技 球 が 通 過 し た こ と に 基 づ い て 、
前 記 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 に よ る 特 別 遊 技 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 所 定 間 隔 の 空 隙 の 鉛 直 方 向 略 上 方 に 、 当 該 空 隙 に 流 下 す る 遊 技 球 の 流 下 時 間 を 変 化
さ せ る 浮 遊 時 間 変 化 装 置 を 配 設 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 １ の 大 入 賞 口 及 び 前 記 第 ２ の 大 入 賞 口 は 、 開 閉 翼 に よ っ て 構 成 さ れ る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 １ の 大 入 賞 口 及 び 前 記 第 ２ の 大 入 賞 口 は 、 開 閉 扉 に よ っ て 構 成 さ れ る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 所 定 間 隔 の 空 隙 と 前 記 浮 遊 時 間 変 化 装 置 と の 間 に 、 複 数 の 遊 技 釘 を 植 設 可 能 な 領 域
を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ４ の 何 れ か 一 つ に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 内 に 特 定 領 域 を 設 け 、



　 前 記 始 動 口 へ の 遊 技 球 の 通 過 を 契 機 と し て 、 前 記 第 １ 又 は 第 ２ の 何 れ か の 大 入 賞 口 及 び
変 動 入 賞 装 置 に よ っ て 補 助 遊 技 を 行 う か を 決 定 す る 振 り 分 け 手 段 と 、
　 前 記 振 り 分 け 手 段 に よ っ て 決 定 し た 大 入 賞 口 及 び 変 動 入 賞 装 置 に よ っ て 補 助 遊 技 を 行 い
、
　 該 補 助 遊 技 の 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 振 り 分 け 手 段 に よ っ て 決 定 し た の と は 他 方 の

及 び 変 動 入 賞 装 置 に よ っ て 特 別 遊 技 を 行 い 、
　 さ ら に 、 前 記 第 １ の 変 動 入 賞 装 置 と 前 記 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 と は 、 特 別 遊 技 に よ っ て 獲
得 さ れ る 賞 球 数 が 異 な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ５ の 何 れ か 一 つ に 記 載 の 遊
技 機 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 第 １ の 変 動 入 賞 装 置 に 流 入 し た 遊 技 球 が 特 定 領 域 通 過 す る 割 合 と 、 第 ２ の 変 動 入
賞 装 置 に 流 入 し た 遊 技 球 が 特 定 領 域 通 過 す る 割 合 と 、 が 異 な る よ う に 、 前 記 第 １ 及 び 第
２ の 変 動 入 賞 装 置 の 内 部 構 造 を そ れ ぞ れ 異 な ら せ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 遊
技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 第 ６ の 発 明 は 、 第 １ か ら ５ の 発 明 に お い て 、 前 記 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 内 に 特 定 領 域 を 設
け 、 前 記 始 動 口 へ の 遊 技 球 の 通 過 を 契 機 と し て 、 前 記 第 １ 又 は 第 ２ の 何 れ か の 大 入 賞 口 及
び 変 動 入 賞 装 置 に よ っ て 補 助 遊 技 を 行 う か を 決 定 す る 振 り 分 け 手 段 と 、 前 記 振 り 分 け 手 段
に よ っ て 決 定 し た 大 入 賞 口 及 び 変 動 入 賞 装 置 に よ っ て 補 助 遊 技 を 行 い 、 該 補 助 遊 技 の 結 果
に 基 づ い て 、 前 記 振 り 分 け 手 段 に よ っ て 決 定 し た の と は 他 方 の 及 び 変 動 入 賞 装 置
に よ っ て 特 別 遊 技 を 行 い 、 さ ら に 、 前 記 第 １ の 変 動 入 賞 装 置 と 前 記 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 と
は 、 特 別 遊 技 に よ っ て 獲 得 さ れ る 賞 球 数 が 異 な る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 第 ７ の 発 明 は 、 第 ６ の 発 明 に お い て 、 前 記 第 １ の 変 動 入 賞 装 置 に 流 入 し た 遊 技 球 が 特 定
領 域 通 過 す る 割 合 と 、 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 に 流 入 し た 遊 技 球 が 特 定 領 域 通 過 す る 割 合
と 、 が 異 な る よ う に 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 の 内 部 構 造 を そ れ ぞ れ 異 な ら せ た
こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 第 ６ の 発 明 に よ る と 、 前 記 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 内 に 特 定 領 域 を 設 け 、 前 記 始 動 口 へ の 遊
技 球 の 通 過 を 契 機 と し て 、 前 記 第 １ 又 は 第 ２ の 何 れ か の 大 入 賞 口 及 び 変 動 入 賞 装 置 に よ っ
て 補 助 遊 技 を 行 う か を 決 定 す る 振 り 分 け 手 段 と 、 前 記 振 り 分 け 手 段 に よ っ て 決 定 し た 大 入
賞 口 及 び 変 動 入 賞 装 置 に よ っ て 補 助 遊 技 を 行 い 、 該 補 助 遊 技 の 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 振 り
分 け 手 段 に よ っ て 決 定 し た の と は 他 方 の 及 び 変 動 入 賞 装 置 に よ っ て 特 別 遊 技 を 行
い 、 さ ら に 、 前 記 第 １ の 変 動 入 賞 装 置 と 前 記 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 と は 、 特 別 遊 技 に よ っ て
獲 得 さ れ る 賞 球 数 が 異 な る の で 、 変 化 に 富 ん だ 遊 技 を 行 わ せ る こ と が で き 、 遊 技 者 の 興 趣
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を 高 め る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 第 ７ の 発 明 に よ る と 、 前 記 第 １ の 変 動 入 賞 装 置 に 流 入 し た 遊 技 球 が 特 定 領 域 通 過 す る
割 合 と 、 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 に 流 入 し た 遊 技 球 が 特 定 領 域 通 過 す る 割 合 と 、 が 異 な る よ
う に 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 変 動 入 賞 装 置 の 内 部 構 造 を そ れ ぞ れ 異 な ら せ た の で 、 各 変 動 入
賞 装 置 に お け る 特 定 領 域 へ の 遊 技 球 の 通 過 割 合 が 異 な る の で 、 何 れ の 変 動 入 賞 装 置 で 補 助
遊 技 が 行 わ れ る か （ 又 は 、 何 れ の 変 動 入 賞 装 置 で 特 別 遊 技 が 行 わ れ る か ） で 特 別 遊 技 の 発
生 可 能 性 や 遊 技 価 値 （ 特 別 遊 技 の 結 果 、 遊 技 者 が 獲 得 で き る 遊 技 球 数 ） が 異 な り 、 変 化 に
富 ん だ 遊 技 を 行 わ せ る こ と が で き 、 遊 技 者 の 興 趣 を 高 め る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ７ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 ス テ ッ プ ４ ０ ６ に お い て 、 大 入 賞 口 １ 開 放 タ イ マ が タ イ ム ア ッ プ し た と 判 定 し た 場 合 は
、 ス テ ッ プ ４ １ １ に 移 行 し 、 有 効 期 間 フ ラ グ を セ ッ ト し 、 大 入 賞 口 １ 開 放 フ ラ グ を リ セ ッ
ト し 、 有 効 タ イ マ を セ ッ ト す る 。 こ の 有 効 タ イ マ は 、 大 入 賞 口 １ ３ が 開 状 態 の 期 間 に 、 特
定 領 域 １ １ に 遊 技 球 が 入 賞 し な か っ た 場 合 に セ ッ ト さ れ 、 大 入 賞 口 １ ３ が 閉 状 態 と な っ た
後 に 変 動 入 賞 装 置 １ ０ 内 に 残 っ て い る 遊 技 球 が 特 定 領 域 を 通 過 す る か を 監 視 す る た め の 時
間 を 制 御 す る た め の タ イ マ で あ る 。 次 に 、 ス テ ッ プ ４ １ ２ に お い て 、 有 効 タ イ マ に 設 定 さ
れ た 時 間 が 経 過 し た か （ タ イ ム ア ッ プ し た か ） 否 か を 判 定 す る 。 タ イ ム ア ッ プ し て い な い
と 判 定 し た 場 合 は 、 ス テ ッ プ ４ １ ３ に お い て 大 入 賞 口 １ ３ Ｓ Ｏ Ｌ オ フ 情 報 を セ ッ ト し 、 ス
テ ッ プ ４ ０ ７ に 移 行 し 、 特 定 領 域 セ ン サ １ １ Ａ 遊 技 球 を 検 知 し た か 否 か を 判 定 す る 。 ス
テ ッ プ ４ １ ２ に お い て 有 効 タ イ マ が タ イ ム ア ッ プ し た と 判 定 し た 場 合 は 、 ス テ ッ プ ４ １ ４
に お い て 有 効 期 間 フ ラ グ を リ セ ッ ト し た 後 、 図 ６ （ ｂ ） の フ ロ ー チ ャ ー ト に 戻 る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ９ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ９ ４ 】
　 大 入 賞 口 （ 開 閉 扉 ） １ ４ 及 び ２ ４ は 、 そ れ ぞ れ が 略 四 角 形 の 平 板 な 可 動 部 材 （ 可 動 片 ）
、 該 を 動 作 さ せ る ソ レ ノ イ ド 、 開 口 部 等 に よ っ て 構 成 さ れ る 。 可 動 部 材 は 下 縁 部
を 水 平 方 向 の 軸 で 自 由 自 在 に 支 持 さ れ て い る 。 こ の 可 動 部 材 は 、 ソ レ ノ イ ド に よ っ て 、 前
方 に 傾 斜 す る こ と で 開 口 部 を 開 成 す る 状 態 （ 開 状 態 ） 、 又 は 、 可 動 部 材 を セ ン タ ー ケ ー ス
５ に 略 平 行 な 状 態 に 閉 成 す る こ と で 開 口 部 を 閉 成 す る 状 態 （ 閉 状 態 ） と す る こ と が で き る
。 大 入 賞 口 １ ４ 及 び ２ ４ は 、 開 状 態 で は 、 上 方 か ら 落 下 し た 遊 技 球 を 開 口 部 を 経 て 変 動 入
賞 装 置 に 導 入 さ せ る こ と が で き 、 閉 状 態 で は 、 上 方 か ら 落 下 し た 遊 技 球 に 対 し て 何 ら 作 用
せ ず 、 遊 技 球 は そ の ま ま 下 方 へ と 落 下 す る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ １ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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【 ０ １ １ ９ 】
　 基 本 的 に は 、 図 ８ 及 び 図 ９ に お い て 説 明 し た 補 助 遊 技 処 理 と 同 じ で あ る が 、 ス テ ッ プ ７
０ ３ に お い て 始 動 口 ４ １ ～ ４ ３ に 遊 技 球 が 入 賞 し た と 判 定 し た 場 合 に 、 補 助 遊 技 を 行 う 変
動 入 賞 装 置 を 、 振 り 分 け 乱 数 生 成 処 理 （ 図 １ ３ の ス テ ッ プ ６ ２ １ ） に お
い て 生 成 さ れ た 乱 数 値 を 抽 選 す る た め の 振 り 分 け 処 理 を 行 う （ ス テ ッ プ ７ ２ １ ） 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ２ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ２ ４ 】
　 ま た 、 特 定 領 域 の 通 過 を 、 次 の ラ ウ ン ド の 継 続 条 件 と し 、 変 動 入 賞 装 置 １ ０ の 内 部 構 造
を 特 定 領 域 に 遊 技 球 が 通 過 し 易 い 構 造 と し 、 一 方 、 変 動 入 賞 装 置 ２ ０ の 内 部 構 造 を 特 定 領
域 遊 技 球 が 通 過 し 難 い 構 造 と し 、 変 動 入 賞 装 置 １ ０ に よ る 補 助 遊 技 は 特 定 領 域 通 過 し
易 く 特 別 遊 技 （ 大 当 た り ） が 得 ら れ 易 い が 、 変 動 入 賞 装 置 ２ ０ に お け る 特 別 遊 技 （ 大 当 た
り ） は 利 益 が 高 い が ラ ウ ン ド の 継 続 が し 難 い も の と し 、 ま た 、 変 動 入 賞 装 置 ２ ０ に よ る 補
助 遊 技 は 特 定 領 域 通 過 し 難 く 特 別 遊 技 と な り 難 い が 、 変 動 入 賞 装 置 １ ０ に お け る 特 別 遊
技 は 価 値 は 低 い が ラ ウ ン ド の 継 続 が し 易 く な る よ う に 設 定 し て も よ い 。
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